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伊佐市農業委員会第12回総会議事録 

 

１．開催日時  令和４年３月28日（月）午前９時01分から９時52分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （21人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 12 番推進委員

6 番委員 11 番委員 4 番推進委員 15 番推進委員

7 番委員 12 番委員 6 番推進委員

8 番推進委員

     

４．欠席委員  （4人） 

      
５．議事日程 
 

  第１ 会議録署名委員の指名  ５番委員   ６番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に 

ついて 
議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編  

入）申出」の意見決定について 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第５号「別段の面積（下限面積）」の決定について 

議案第６号「職員の任免」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     
農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時０１分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

事 務 局 

 

 

おはようございます。只今より、令和３年度 第１２回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日の出席人数は１１名で、規定に達しておりますので総会は成立いた

します。それでは、会長よろしくお願いします。 
 

皆様おはようございます。 
我々委員もあと何日ということで、３年間の任期が終了するわけです

が、今回で勇退される方々、誠にお疲れ様でございました。ありがとうご

ざいました。また農業委員については、１日に辞令交付式があるというこ

とで、そちらの方もよろしくお願いいたします。先日、事務局職員の異動

内示がありまして、農業委員会でも追加議案でお配りしてありますが、該

当者がありましたので職員の任免について協議していただくということ

になります。 
それから、新型コロナについてですが、収まる兆しがありましたが、伊

佐市については、２例のクラスターも発生し、また増えてきているという

ことで、体に気を付けて活動していただければありがたいと思います。こ

のようなことから、本日の総会もなるべくスピードを上げて終わらせたい

と思いますので、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。５番農業委員と６番農業委員

にお願いいたします。総会時間中は、私語、雑談を禁止いたします。ご意

見質問は、報告終了後にお願いいたします。 
ただいまより総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の規

定による通知」、報告２号「農地の利用目的変更」について事務局の報告

を求めます。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

１ページ農地法による解約が１件、資料２ページから９ページまで農業経

営基盤強化促進法による解約が３１件です。以上ご報告いたします。 

 

資料１０ページをお開き下さい。 

報告第２号「農地の利用目的変更について」の整理番号１番につきま

して、去る３月２２日に事務局で現地調査を行いましたので報告いたしま
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議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

番号１番の申請人 ＫＭさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は

７４歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字中村２７６１番１、地目は田、地積は２，

０３５㎡であります。 

申請地は、山野小学校から北西へ約１.７ｋｍに位置し、昭和５７年に

換地処分をされた農地であります。 

自宅に隣接した農地であり、農機具倉庫が手狭になったため、今回新

たに農機具倉庫を設置するために申請をされています。 

なお、申請地は山野十曽土地改良区内の水田であることから、改良区

からの意見書も添付されております。 

以上のことから、本届出は適切であると思われますことを報告いたし

ます。 

ご審議方よろしくお願いいたします。以上で報告を終わります。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて議題とします。事務局の報告を求めます。 
 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

のうち、所有権移転について、説明いたします。１１ページをご覧くださ

い。番号１番の譲渡人は、伊佐市大口目丸に居住する ＳＴさんです。 
譲受人は、伊佐市大口目丸に居住する認定農業者の ＮＳさんで、年齢

は４５歳です。 
土地の所在地は、大口目丸字出吉原２８０番２で、地目は田、地積は８

３０㎡です。 
大口東小学校から南西へ約１．２ｋｍに位置する農用地区域内農地に指

定されている良く管理された農地です。 
続きまして、貸借について説明いたします。資料２５ページ番号８０番

の ＮＴさんと ＡＤさんの利用権設定につきまして、取り下げの申し出

がありましたので、資料から削除をお願いしたします。それでは２６ペー
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジの総括表をご覧ください。取り下げがございましたので、この分の数字

が変わります。期間は３年から３０年で、面積は合計２５１，８６５㎡で

利用権を設定する者の数は７６人、設定を受ける者の数は３９人です。土

地の詳細については資料１２ページから２５ページ、番号１番から７９番

のとおりです。以上で説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて提案いたします。整理番号１番から１２番まで一括で報告をお願いし

ます。ご意見、ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１番につきまして、去る３月２２日に現地調査をいたし

ましたので、７番が報告いたします。 

申請人 ＵＯさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は５７歳です。 

渡し人 ＵＳさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は９４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字柳ケ丸９３１番地１ほか１筆、地目は２筆

とも田、地積は２筆合計で５３３㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１７，７１３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約１００ｍ以内にあり現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 
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議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要な書類が添付してあります。

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号２番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号２番につきまして、去る３月２２日に現地調査をいたし

ましたので、４番が報告いたします。 

申請人 ＯＫさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢は６３歳です。 

渡し人 ＭＨさんは、伊佐市大口堂崎に居住され、年齢は６１歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字沖原１７７２番、地目は田、地積は２，１

４７㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は８，１６４㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は４名で、通作距離は自宅から約１００ｍで現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号３番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号３番につきまして、去る３月２３日に現地調査をいたし

ましたので、５番が報告いたします。 

申請人 ＫＳさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、年齢は８３歳です。 

渡し人 ＯＡさんは、伊佐市大口鳥巣に居住され、年齢は６４歳です。 

申請地は、伊佐市大口鳥巣字屋祢添１２１番２で、地目は田、地積は１，

１０４㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は７，６５０㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は自宅から約１ｋｍに位置しており現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書等が添付してあります。 
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議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号４番、５番、６番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号４番、５番、６番につきまして、去る３月１９日に現地

調査をいたしましたので、１２番が報告いたします。 

まず４番につきましては、申請人 ＹＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住

され、年齢は５７歳です。 

渡し人 ＹＭさんは、熊本県熊本市西区花園に居住される市外住民で年

齢は８０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字町口３００６番で、地目は田、地積は１，

７９０㎡の所有権移転売買になります。 

５番につきまして報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は５７歳です。 

渡し人 ＫＨさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７９歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字寺後４２９３番で、地目は田、地積は３６

０㎡の所有権移転売買になります。 

６番につきまして報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は５７歳です。 

渡し人 ＹＴさんは、熊本県熊本市西区花園に居住される市外住民で年

齢は８４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字下原田４１６７番で、地目は田、地積は３，

０５７㎡の所有権移転売買になります。 

受人は新規就農者ですが、営農計画書が添付されており水稲の作付けを

計画されております。今回の取得面積が５，２０７㎡であることから取得

可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は自宅から約０．５

ｋｍの範囲にあり現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具

等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号７番、８番、９番、１０番について、２番農業委員の報告を求

めます。 
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２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号７番、８番、９番、１０番につきまして、去る３月２２

日に現地調査をいたしましたので、２番が報告いたします。 

整理番号７番、８番、９番、１０番の申請人 ＴＹさんは、伊佐市大口

木ノ氏に居住され、年齢は５６歳です。 

整理番号７番の渡し人 ＮＴさんは、薩摩郡さつま町平川に居住される

市外住民で年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字鳥居ヶ迫１７１９番１ほか１筆で、地目

は全て田、地積は２筆合計で４，７３５㎡の所有権移転売買になります。 

整理番号８番の渡し人 ＨＴさんは、薩摩郡さつま町平川に居住される

市外住民で年齢は６６歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字一ツ渡瀬１９４４番１で、地目は田、地

積は１，２１６㎡の所有権移転売買になります。 

整理番号９番の渡し人 ＡＹさんは、薩摩郡さつま町虎居に居住される

市外住民で年齢は７５歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏木字洲平１７７３番１で、地目は田、地積

は１，８７６㎡の所有権移転売買になります。 

整理番号１０番の渡し人 ＮＴさんは、熊本県阿蘇郡西原村に居住され

る市外住民で年齢は７２歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字鳥居ヶ迫１７２０番１ほか２筆で、地目

は全て田、地積は３筆合計で３，０３６㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１０，２０９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は自宅から約１ｋｍ以内にあり現況は良く管理され

た農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号１１番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１１番につきまして、去る３月１８日に現地調査をいた

しましたので、１１番が報告いたします。 

申請人 ＳＮさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は７１歳です。 

渡し人 ＮＳさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は６０歳です。 
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中牟田２６０７番２７ほか１筆、地目は全

て畑、地積は２筆合計で８７８㎡の所有権移転売買になります。 

受人は新規就農者ですが、今回の申請地と資料１９ページ４６番の利用

権設定と合わせて３，９６３㎡で取得可能面積であります。新規就農営農

計画書も添付されています。農業従事者は２名で、通作距離は自宅から約

０．５ｋｍにあり現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具

等は完備されています。 

以上のような理由により、この申請は農地法第３条第２項の各号に該当

しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号１２番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１２番につきまして、去る３月２２日に現地調査をいた

しましたので、１０番が報告いたします。 

申請人 ＴＨさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は６８歳です。 

渡し人 ＭＨさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は８９歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字羽祢田島２４５２番１で、地目は田、地積は

１，１８７㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は２５，４９５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名と臨時雇用が３名の計５名で、通作距離は自宅から約３ｋｍで現

況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されていま

す。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から１２番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から１２番については許可が決定いたし

ました。 

 

整理番号１３番、１４番につきましては、この案件は１０番推進委員が

譲受人となっていますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に

基づき議事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いし

ます。 
関係議案終了後に入室、着席していただきます。  
それでは、１０番推進委員の退席をお願いします。  
（１０番推進委員退席）  

 
整理番号１３番、１４番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号１３番、１４番は譲渡人が一緒ですので一括して報告いたしま

す。 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」についての処分決定

のうち、整理番号１３番につきまして、去る３月２２日に現地調査をいた

しましたので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は６５歳です。 

渡し人 ＷＴさんは、鹿児島市皇徳寺台に居住される市外住民で、年齢

は９０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字貫瀬戸１９３６番１ほか１筆で、地目は全

て田、地積は２筆合計で１，１８９㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は２２，７７９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約２ｋｍで現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

続きまして整理番号１４番につきまして、去る３月２２日に現地調査を

いたしましたので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は６５歳です。 

渡し人 ＷＨさんは、霧島市隼人町に居住される市外住民で、年齢は６



 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字貫瀬戸１９３９番ほか４筆、地目は全て田、

地積は５筆合計で６，３８４㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は２２，７７９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅から約２ｋｍで現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番、１４番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１３番、１４番については許可が決定いたし

ました。 

ここで、１０番推進委員の入室をお願いします。 
（１０番委員着席）  
 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１４件について、１４件の許可が処分決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について提案いたします。整理番号１番につい

て、事務局の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号１番につきまして、去

る３月２２日、申請人 株式会社Ｅ Ｔ氏の立会いのもと、事務局にて現
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

地調査を行いましたので報告いたします。 
整理番号１番の申請者は、鹿児島市鷹師に所在する 株式会社Ｅ 代表

取締役 ＳＫさんで、一般法人です。 
所有者は、伊佐市菱刈前目に居住される ＳＨさんです。 
申請地は伊佐市菱刈前目字楢木原５１８０番４０で、地目は山林、地積

は２，７８０㎡であります。 
菱刈庁舎から北西へ約１．５ｋｍに位置し、周囲の状況は、東及び西は

山林、北側は転用予定地、南側は畑となっております。 
太陽光発電施設を整備する計画で、除外後具体的な計画があり、周囲は

農用地以外で２辺以上接しております。申請地を除外することで、農用地

の集団化、農作業の効率化、担い手への利用集積に支障を及ぼす恐れはな

いと思われます。除外後の申請地は山林に該当し、転用可能かと思われま

す。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、転用計画配置図等が

添付されております。以上のことから、除外はやむを得ないと判断いたし

ました。委員の皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 
以上で報告を終わります。 
 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、意見が決定いたしました。 
 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について、申請件数１件について１件の意見が決

定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ
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２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

いて報告をお願いします。整理番号１番について２番農業委員の報告を求

めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番につきまして、去る３月２２日、申請人の代理

人である Ｔ行政書士の立会いのもと、８番推進委員、１３番推進委員、

私２番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、２番が報告いたしま

す。 
譲受人は、伊佐市大口上町に居住される ＫＤさんで年齢は４０歳で

す。 
譲渡人は、鹿児島市吉野町に居住されている ＹＭさんで市外住民で

す。 
本申請は所有権移転売買で農地区分は第３種農地であり、転用目的は一

般住宅です。 
申請地は伊佐市大口里字青木ヶ島２８０１番１で、地目は田、地積は４

９７㎡であります。 
所在地は大口高校から西へ約２００ｍに位置し、周囲の状況は、東側は

田、西側は道路、南側は転用地、北側は田であり、周囲に与える影響はな

いかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除計

画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理計画書等が添付されておりま

す。 
調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。整理番号２
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６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る３月２２日、譲渡人の ＨＴさ

んの立会いのもと、４番農業委員、１５番推進委員、私６番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、６番が報告いたします。 

譲受人は、兵庫県神戸市兵庫区中道通に所在のある Ｒ株式会社で、一

般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口宮人に居住される ＨＴさんで，年齢は８４歳で

す。 

本申請は所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地であり、

転用目的は太陽光発電施設及び資材置場で、パネル枚数３４８枚、４９．

５ｋＷを予定しております。 
申請地は、伊佐市大口宮人字太郎迫１７３６番３で、地目は畑、地積は

３，８４３㎡です。 

所在地は、ジャパンファームから南へ市道を挟んで約２０ｍに位置して

おり、南側は山林、東側は太陽光発電施設、北側は宅地、西側に雑種地で

あり、転用することで周囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、全部事項証明書、事業

計画書、被害防除計画書及び誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓

約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、処分決定いたしました。整理番号３

番について、４番農業委員の報告を求めます。 
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４ 番 

農 業 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番につきまして、去る３月２２日、申請人の代理

人である Ｏ行政書士の立会いのもと、６番農業委員、１５番推進委員、

私４番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、４番が報告いたしま

す。 
譲受人は、福岡県福岡市博多区東光に所在のある Ｊ株式会社で一般法

人です。 
譲渡人は、伊佐市大口宮人に居住されている ＳＭさんで年齢は７２歳

です。 
本申請は所有権移転売買で農地区分は第２種農地その他の農地であり、

転用目的は太陽光発電施設及び資材置場です。 
申請地は、伊佐市大口宮人字上尾下シ４８４番１、地目は田、地積は３，

０９３㎡です。 

所在地は、北薩病院と社会福祉法人大一会との間で大一会から東へ約１

００ｍに位置しています。現地は農道がありますが、道幅が狭く路肩もあ

まり強くないように見えるため、立会人へ工事については充分な対処をさ

れるよう３人の意見として申し述べさせていただきました。西側と北側が

崖になった山林、東側は道路と水路、南側が田であります。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、地理院の地図、所在図、

設計図、残高証明書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に

関する誓約書、会社定款、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については周囲へ与える影響はないと思われるこ

とから、３名の調査員の意見において適切であると判断いたしました。周

囲の集落との話し合いも十分重ねられるよう事務局側から立会人へ申し

述べておられる状況でした。 

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたします。以上で報告を

終わります。 

 
４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号３番は、処分決定いたしました。整理番号４

番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る３月２２日、申請人の代理人で

ある Ｏ行政書士とＫ土地家屋調査士の立会いのもと、１１番推進委員、

８番農業委員の２名で共同調査を行いましたので、私８番が報告いたしま

す。 
譲受人は、伊佐市大口里に居住される ＴＮさんで、年齢は３０歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口小木原に居住されている ＴＹさんで、年齢は６

５歳です。二人は親子になります。 

申請地は、伊佐市大口小木原字日勝山５０６番３で、地目は畑、地積は

５５９㎡です。 

本申請は所有権移転贈与で農地区分は第２種農地その他の農地であり、

転用目的は一般住宅です。 
所在地は、こっがら団地より東へ約７００ｍに位置しており、南側は宅

地と畑、東側は畑、北側は畑、西側は宅地であり、転用することで周囲に

与える影響はないかと思われます。 

また、一般住宅はおおむね５００㎡以内の転用基準となっております

が、建築敷地面積が４５９㎡で進入路部分に１００㎡を利用する計画であ

ります。 
添付書類として、位置図、地籍図、測量図、建物に関する各書類、事

業計画書、被害防除計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書、

土地改良区意見書、転用に関する誓約書、字図、申請面積の超過に対する

理由書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数４件について、４件が処分決定いたしました。 
 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号農業委員会が定める「別段の面積（下限面積）」農地法第３

条第２項第５項の決定について、事務局の報告を求めます。 

 
議案第５号「別段の面積（下限面積）」の決定について、ご説明いたし

ます。平成２１年の農地法の改正により農業委員会が農林水産省令に定め

る基準に伴い、市町村の区域のうち全部または一部について、これらの面

積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、こ

れを公示したときは「その面積を農地法第３条第２項第５号の下限面積と

して定めることができる」とあります。 
伊佐市では、平成２７年４月２０日より、①市内全域を３０ａと定め、

また、平成２９年１０月１日から②特例農地として、空き家バンクに付属

する農地を下限面積１㎡と定めております。なお、農地法施行規則第１７

条第１項第３号にて、設定する面積未満の農家、つまり３０a未満の農家

が、全体の農家数に対し１００分の４０を下回ってはならないとされてお

りますが、令和４年３月現在、伊佐市における３０a未満の農家は全体の

農家数の約４６％となっており、これを満たしております。 

よって、令和４年度も引き続き①②の形で運用させていただきたいと考

えておりますが、委員の皆さまのご審議方をよろしくお願いいたします。 

 
事務局の説明がありました。当市は平成２７年から３０ａとなっており

ますが、これを変更するか否かを委員の皆さんにお聞きしたいと思いま

す。委員の意見を求めます。 

 
（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

事務局の案のとおり３０ａと１㎡でよろしいでしょうか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

（「はい」という声、多数あり。） 

 

当市では下限面積を現行のまま原則として３０ａ、空き家バンクに付属

する農地の下限面積を１㎡とすることでよろしいでしょうか。よろしい方

は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。議案第５号農業委員会が定める「別段の面積（下限面積）」

農地法第３条第２項第５号について、伊佐市農業委員会が定める下限面積

は３０ａと特例農地については１㎡とすることにいたします。 

 

議案第６号「職員の任免」について議題といたします。事務局の説明を

求めます。 

 

追加の総会資料としてお配りした案件であります。議案第６号「職員の

任免」についてご説明申し上げます。 
令和４年４月１日付け人事異動について、３月２２日伊佐市市職員の異

動内示の発表がありました。 
これに伴いまして、農業委員会等に関する法律第２６条第３項の規定に

より「職員は農業委員会が任免する」ことになっていますが、市長部局の

条例等の関係で異動発表後の任免となりますことをご了承ください。農業

委員会事務局も、次の職員が異動になりました。それでは発表いたします。 
まず転出職員につきましては、Ｏ農地振興係主事が教育委員会文化スポ

ーツ課へ異動になりました。 
続きまして転入職員は、農地振興係に主事のＫＫさんが会計課管理係か

ら転入となります。 
以上です。 
 

事務局の説明が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案６号「職員の任免」について、事務局の説明のとおり任免すること

に賛成の農業委員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

義 務 局 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって、議案第６号「職員の任免」については承認されまし

た。 

 

その他、事務局お願いします。 

  
総会資料の最終ページをお開きください。３月の月例報告をします。 
去る４日、３月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありまして、会長と

事務局職員が出席しております。２２日、現地調査を一斉にしております。

２８日、本日ですが第１２回農業委員会の総会です。 

４月の行事予定ですが、１日に第１回農業委員会総会を開催いたしま

す。８日に４月の定例常設審議委員会が鹿児島市であります。１１日に農

地利用最適化推進委員への委嘱状交付、そのあと農業委員・推進委員合同

研修会を計画しております。２１日が現地調査です。２８日が第２回の農

業委員会の総会です。月例報告は以上です。 

 
その他、皆様方からご意見、質問はございませんか。 

 
毎月の報告に関してですが、令和３年度中の締め切りが本日となってお

ります。本日届けられない場合は、３０日の午前中までに提出をお願いし

ます。 

 
他にないでしょうか。 

 
（「なし」という声、あり。） 

 
以上で、令和３年度 第１２回農業委員会総会を終了します。 

姿勢を正してください。 

一同礼。おつかれ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前９時５２分】 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

 
 

会     長     会  長     

伊佐市農業委員     ５  番      

伊佐市農業委員     ６  番     

 

  


